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提
出
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と
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な
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史
認
識
を
発
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し
更
迭
さ
れ
た
前
航
空
幕
僚
長
に
対
す
る
防
衛
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の

任
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責
任
等
に
関
す
る
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に
対
し
、
別
紙
答
弁
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送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
政
府
見
解
と
異
な
る
歴
史
認
識
を
発
表
し
更
迭
さ
れ
た
前
航
空
幕
僚
長
に
対
す
る
防
衛

省
の
任
命
責
任
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

田
母
神
前
航
空
幕
僚
長
が
航
空
幕
僚
長
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日
で
あ
り
、
そ
の
時
の
防
衛
大

臣
は
久
間
章
生
、
防
衛
事
務
次
官
は
守
屋
武
昌
、
大
臣
官
房
長
は
西
川
徹
矢
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

人
事
に
関
す
る
検
討
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
人
事
管
理
に
係
る
事
務
に
関
し
、
公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

四
に
つ
い
て

シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
文
民
統
制
の
こ
と
を
指
し
、
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
軍
事
に
対
す
る
政
治
の
優
先

を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

私
人
の
個
人
的
見
解
の
一
々
に
つ
い
て
、
防
衛
省
と
し
て
、
論
評
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

一



八
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
は
、
田
母
神
前
航
空
幕
僚
長
を
航
空
幕
僚
長
に
任
命
す
る
に
当
た
っ
て
、
同
氏
の
こ
れ
ま
で
の
経
歴
、
能

力
、
人
格
等
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
同
氏
の
任
命
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

現
役
の
航
空
幕
僚
長
が
、
平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
に
公
表
さ
れ
た
論
文
の
よ
う
に
、
政
府
の
認
識
と
明
ら
か
に
異
な

る
見
解
を
公
に
し
た
こ
と
等
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
遺
憾
な
こ
と
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
再
発
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二


